
議 案

第 ４ 回 玉 名 市 議 会

(定 例 会)

令和６年８月３１日提出



第４回玉名市議会（定例会）提出議題

議番号 件 名 提案者

８４ 令和５年度玉名市一般会計歳入歳出決算 市 長

８５ 令和５年度玉名市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算 市 長

８６ 令和５年度玉名市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 市 長

８７ 令和５年度玉名市介護保険事業特別会計歳入歳出決算 市 長

８８ 令和５年度玉名市浄化槽整備事業特別会計歳入歳出決算 市 長

８９ 令和５年度玉名市水道事業会計決算 市 長

９０ 令和５年度玉名市公共下水道事業会計決算 市 長

９１ 令和５年度玉名市農業集落排水事業会計決算 市 長

９２ 令和６年度玉名市一般会計補正予算（第３号） 市 長

９３ 令和６年度玉名市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 市 長

９４ 令和６年度玉名市公共下水道事業会計補正予算（第２号） 市 長

９５ 玉名市附属機関の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 市 長

９６ 玉名市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 市 長

９７ 玉名市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 市 長

９８ 熊本県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更について 市 長

９９ 財産の取得について 市 長

１００ 教育委員会委員の任命について 市 長

１０１ 公平委員会委員の選任について 市 長

報告１１ 健全化判断比率及び資金不足比率の報告について 市 長

１２ 専決処分の報告について 専決第９号 市 長



１３ 専決処分の報告について 専決第１０号 市 長

１４ 専決処分の報告について 専決第１１号 市 長
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議第９５号

玉名市附属機関の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について

玉名市附属機関の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定す

る。

令和６年８月３１日 提 出

玉名市長 藏原 隆浩

玉名市附属機関の設置等に関する条例の一部を改正する条例

玉名市附属機関の設置等に関する条例（平成２７年条例第２号）の一部を次のよ

うに改正する。

別表市長の部玉名市総合戦略審議会の項の次に次のように加える。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（玉名市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改

正）

２ 玉名市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成１

７年条例第４１号）の一部を次のように改正する。

別表第１総合戦略審議会委員の項の次に次のように加える。

玉 名 市 九

州 看 護 福

祉大学の公

立 大 学 法

人 化 検 討

委員会

⑴ 九州看護

福祉大学の

公立大学法

人化に関す

ること。

審議 １２人

以内

⑴ 学識経験

を有する者

⑵ 関係する

機関及び団

体の代表者

⑶ その他市

長が適当と

認める者

当該委嘱

又は任命

に係る所

掌事務が

終了する

までの期

間

九州看護福祉大学の公立大学法

人化検討委員会委員

日 5,800
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提案理由 玉名市九州看護福祉大学の公立大学法人化検討委員会を設置するため、

条例の整備を図るものである。
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議第９６号

玉名市手数料条例の一部を改正する条例の制定について

玉名市手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和６年８月３１日 提 出

玉名市長 藏原 隆浩

玉名市手数料条例の一部を改正する条例

玉名市手数料条例（平成１７年条例第５７号）の一部を次のように改正する。

附則第４項中「をいう」の次に「。以下同じ」を加える。

別表中

「

」

を

「

」

に、

「

」

を

「

戸籍の謄抄本又は戸籍証明書の

交付（広域交付を含む。）

１通につき 450 円

戸籍の謄抄本又は戸籍証明書の

交付（広域交付を含む。）

１通につき 450 円

（自動交付

機による交

付の場合に

あっては、

300 円）

住民票、戸籍附票の謄抄本の交付 １通につき 300 円

住民票、戸籍附票の謄抄本の交付 １通につき 300 円
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」

に、

「

」

を

「

」

に、

「

」

を

「

」

（自動交付

機による交

付の場合に

あっては、

200 円）

印鑑に関する証明書の交付 １通につき 300 円

印鑑に関する証明書の交付 １通につき 300 円

（自動交付

機による交

付の場合に

あっては、

200 円）

所得に関する証明

ただし、1 年度につき 1 件とす

る。

１件につき 300 円

所得に関する証明

ただし、1 年度につき 1 件とす

る。

１件につき 300 円

（自動交付

機による交

付の場合に

あっては、

200 円）
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に改める。

附 則

この条例は、令和６年１１月１日から施行する。

提案理由 戸籍の謄抄本の交付等に係る手数料の見直しに伴い、条例の整備を図

るものである。
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議第９７号

玉名市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について

玉名市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和６年８月３１日 提 出

玉名市長 藏原 隆浩

玉名市国民健康保険条例の一部を改正する条例

玉名市国民健康保険条例（平成１７年条例第９６号）の一部を次のように改正す

る。

第１０条中「第９条第１項若しくは第９項」を「第９条第１項若しくは第５項」

に、「、若しくは」を「、又は」に改め、「又は同条第３項若しくは第４項の規定

により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合」を削る。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和６年１２月２日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関

係政令の整備等及び経過措置に関する政令（令和６年政令第２６０号）第９条の

規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後にした行為に

対する罰則の適用については、なお従前の例による。

提案理由 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）の一部改正に伴い、条

例の整備を図るものである。



- 7 -

議第９８号

熊本県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９１条の３第１項の規定により、熊

本県後期高齢者医療広域連合規約（平成１９年熊本県指令市町村第２３号）の一部

を次のとおり変更する。

令和６年８月３１日 提 出

玉名市長 藏原 隆浩

熊本県後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約

熊本県後期高齢者医療広域連合規約（平成１９年熊本県指令市町村第２３号）の

一部を次のように変更する。

別表第２中「被保険者証及び資格証明書」を「資格確認書等」に改める。

附 則

この規約は、令和６年１２月２日から施行する。

提案理由 広域連合の規約を変更しようとするときは、地方自治法第２９１条の

１１の規定により議会の議決を経る必要があるため。
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議第９９号

財産の取得について

本市は、次のとおり財産を取得する。

令和６年８月３１日 提 出

玉名市長 藏原 隆浩

１ 取 得 目 的 市職員用の機器に使用するため。

２ 取得する財産 タブレット等の機器類

３ 契 約 の 方 法 指名競争入札

４ 取得予定価格 ３２，５６０，０００円

５ 契約の相手方 玉名市中１８１３番地

合資会社岱陽堂

代表社員 倉野尾 秀一

提案理由 玉名市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条

例（平成１７年条例第５２号）第３条の規定による。
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議第１００号

教育委員会委員の任命について

本市教育委員会委員に次の者を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定により、議会の同意

を求める。

令和６年８月３１日 提 出

玉名市長 藏原 隆浩

１

加藤 弘子
か とう ひろ こ

２ 略 歴

学 歴

昭和６２年 ３月

経 歴

昭和６２年 ４月

平成 ２年 ３月

平成 ２年 ７月

提案理由 教育委員会委員吉村泰子氏が、本年１１月２９日に任期満了のため。
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議第１０１号

公平委員会委員の選任について

本市公平委員会委員に次の者を選任したいので、地方公務員法（昭和２５年法律

第２６１号）第９条の２第２項の規定により、議会の同意を求める。

令和６年８月３１日 提 出

玉名市長 藏原 隆浩

１

板倉 英一
いたくら えいいち

２ 略 歴

学 歴

昭和５４年 ３月

経 歴

昭和５７年 １月

平成２１年 ４月

平成２２年 ４月

平成２５年 ４月

平成２６年 ４月

平成２９年 ３月

平成２９年 ４月

令和 ２年１２月

提案理由 公平委員会委員板倉英一氏が、本年１１月３０日に任期満了のため。
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報告第１１号

健全化判断比率及び資金不足比率の報告について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３条第

１項及び第２２条第１項の規定により、令和５年度決算に関する健全化判断比率及

び資金不足比率を監査委員の意見を付けて次のとおり報告する。

令和６年８月３１日 提 出

玉名市長 藏原 隆浩

１ 健全化判断比率 （単位：％）

備考 実質赤字額及び連結実質赤字額がないため「―」と表示し、参考値とし

て黒字の比率を（△）で示す。

２ 資金不足比率 （単位：％）

健全化判断比率 令和 5 年度 令和 4 年度
早期健全化

基 準

財政再生

基 準

実質赤字比率
―

（△6.13）

―

（△7.67）
12.57 20.00

連結実質赤字比率
―

（△18.00）

―

（△22.18）
17.57 30.00

実質公債費比率 8.5 9.1 25.0 35.0

将来負担比率 17.9 9.3 350.0

特別会計の名称 令和 5 年度 令和 4 年度
経営健全化

基 準

玉名市浄化槽整備事業特別会計
―

（△16.1）

―

（△33.9）
20.00

玉名市水道事業会計
―

（△126.5）

―

（△152.2）
20.00

玉名市公共下水道事業会計
―

（△111.8）

―

（△127.9）
20.00
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備考 資金不足額がない会計については「―」と表示し、参考値として資金余

剰金の比率を（△）で示す。

玉名市農業集落排水事業会計
―

（△90.3）

―

（△75.1）
20.00
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報告第１２号

専決処分の報告について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分

した損害賠償の額の決定について、同条第２項の規定によりこれを報告する。

令和６年８月３１日 提 出

玉名市長 藏原 隆浩

１ 専 決 番 号 専決第９号（令和６年７月１９日専決）

２ 損害賠償の相手方

３ 損 害 賠 償 額 １５８，５５０円

４ 和 解 事 項 当事者双方は、今後本件に関して裁判上又は裁判外にお

いて、一切の異議及び請求の申立てを行わない。

５ 事 故 の 概 要 令和５年１２月１７日午前１０時頃、玉名市立玉南中学

校において、 氏が除草作業中、防草シートで覆われ

た陥没箇所で転倒し、前歯等を負傷したものである。
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報告第１３号

専決処分の報告について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分

した損害賠償の額の決定について、同条第２項の規定によりこれを報告する。

令和６年８月３１日 提 出

玉名市長 藏原 隆浩

１ 専 決 番 号 専決第１０号（令和６年７月２２日専決）

２ 損害賠償の相手方

３ 損 害 賠 償 額 １１，９７５円

４ 和 解 事 項 当事者双方は、今後本件に関して裁判上又は裁判外にお

いて、一切の異議及び請求の申立てを行わない。

５ 事 故 の 概 要 令和６年３月２９日午後１時３０分頃、市道三ノ岳線（玉

名市天水町小天６０８１番２５付近）において、

氏が運転する軽自動車が、路上に生じた舗装陥没箇所に接

触し、左前輪のタイヤが破損したものである。
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報告第１４号

専決処分の報告について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分

した損害賠償の額の決定について、同条第２項の規定によりこれを報告する。

令和６年８月３１日 提 出

玉名市長 藏原 隆浩

１ 専 決 番 号 専決第１１号（令和６年７月２２日専決）

２ 損害賠償の相手方

３ 損 害 賠 償 額 ８，６９０円

４ 和 解 事 項 当事者双方は、今後本件に関して裁判上又は裁判外にお

いて、一切の異議及び請求の申立てを行わない。

５ 事 故 の 概 要 令和６年６月１７日午後１時３０分頃、 氏宅に

隣接する私道（ 付近）におい

て、市職員が運転する公用車が、駐車中の同氏所有の中型

自動車に接触し、右サイドミラーを破損させたものである。


